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○ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、脱炭素型技術であるCCSの活用は重要。

○ 海域でのCCSについては、これまで、環境大臣が、廃棄物の海洋投棄を規制するロンドン議定書の担保措置とし

て、海洋環境保全の観点※から、海洋汚染等防止法（海防法）に基づく許可等を担当。

※ 貯留した二酸化炭素が海洋に漏出した場合、海洋酸性化による海底生物等への影響があることから、貯留層の

評価、漏出時の環境影響、監視の適切性等を審査

○ 今後、国内での海底下CCSの拡大に加え、海外での海底下CCSの実施を目的とした二酸化炭素の輸出が見込まれ

る。海底下CCSが海洋環境の保全と調和する形で適切かつ迅速に実施されるよう、今後の海底下CCSに係る海洋環

境の保全の在り方に関し、７つの論点について検討。

背 景

○中央環境審議会水環境・土壌農薬部会海底下CCS制度専門委員会

設置（Ｒ５.９.４）

○第１回専門委員会（Ｒ５.10.16）

・海底下CCSに係る制度の現状と検討の進め方について

○第２回専門委員会（Ｒ５.11.１）
・各主体からのヒアリング
・見直しの論点について

○第３回専門委員会（Ｒ５.12.12）

・取りまとめ（案）

○第４回専門委員会（Ｒ６.１.９）

・取りまとめ（案）
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現行の許可期間は最長５年。許可時にはCCS事業全体のうち、

許可期間内の行為を中心に審査している。今後のCCS事業が長

期にわたり実施される見込みであることを踏まえると、許可期間と許

可時の審査対象範囲を見直すべきではないか。

海洋環境の保全と事業の予見可能性の向上を両立させる観点から、

➢ 許可対象を事業全体に拡大し、事業開始の際に、事業の終

了時も見据えて評価すべき。それに伴い、許可期間は、事業終

了に係る措置に至るまでの長期とすることが適当。

➢ 議定書の要請や諸外国の例を踏まえ、適切な周期で事業の実

施状況についてレビューする機会を確保すべき。

①許可の考え方・期間

海底下廃棄される特定二酸化炭素ガスの特性に係る基準を、最

新の技術動向を踏まえた基準とすべきではないか。

➢ 分離・回収方法について、アミン化学吸収法と同程度の性能を

有する方法も柔軟に活用できるよう見直すべき。

➢ 二酸化炭素の濃度について、諸外国の基準を考慮しつつ、今

後の知見の集積状況も踏まえて引き続き検討すべき。

今後のCCS事業が海洋環境の保全と調和する形で実施されるよう

にするためには、モニタリング手法をどのようにすべきか。

現行の三段階の監視レベルの設定を今後も維持しつつ、モニタリング

項目・頻度については、利用可能な最良の技術(BAT)の原則の下、

海底下廃棄が実施される海域や地域情勢も踏まえて設定すべき。

論 点 今後講ずべき措置

現行海防法には事業終了のための制度がない。諸外国の例も参

考に、事業終了の制度を創設すべきではないか。また、制度を創設

する場合、海洋環境の保全の観点から、どのような制度とすべきか。

以下の点を盛り込んだ、事業終了のための制度を創設すべき。

➢ 事業者に対し、圧入井の閉塞等の終了措置を講じさせる。

➢ 終了措置を講じる前に終了措置計画を策定させ、規制当局がそ

れを審査する。

➢ 事業者に、終了措置計画に従って終了措置を講じさせ、一定期

間経過後、CO2が安定したこと等を規制当局が確認した上で、

規制を終了する。確認を受けるまではモニタリングを実施させる。

➢ 事業者への規制終了後は、公的機関において一定の管理を行う。

④事業終了時の措置

②貯留するCO2の特性

③モニタリング
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実施主体が許可を取り消された場合又は破産等により事業を継続

できなくなった場合等に、事業を適切に終了させる仕組みが必要で

はないか。

➢ 許可を取り消された場合や破産等により対応すべき者が不在と

なった場合においても、事業終了に向けた対応をすべき者に対し、

許可事業者と同様の終了措置の実施を義務付けることが適当。

➢ 資金面の不足に備え、資金の積み立てなどの対応を検討するこ

とも、海洋環境の保全の観点から重要。

⑥対応者が不在となり得る事案

経営上の判断により他の者への事業譲渡が行われることも想定され

るため、適切に事業が引き継がれる仕組みが必要ではないか。

合併又は分割と同様に、企業の適格性を判断することにより、譲

渡先の企業に廃棄後の監視を含め、許可の内容を適切に承継さ

せる仕組みを創設することが適当。

今後講ずべき措置論 点

96年議定書第６条第２項の受諾が可能となるよう、海洋環境の

保全のための国内制度を整備すべきではないか。
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⑤事業譲渡

⑦輸出 輸出にあたっては、ガイダンスを踏まえ、我が国において以下の点を

確認することが必要。

➢ 輸出先国が我が国との間に議定書第６条改正を踏まえた協定

又は取決めがあるかどうか。

➢ 輸出するCO2の性質が適切かどうか。

なお、CO2の性質に係る基準は、今後、輸出先国等のルール等を

踏まえて整理すべき。
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※ 制度化にあたっては、経済産業省の審議会においてCCSに係る事業法制の検討が進められていることに留意し、この審議会における議論と

も整合的な仕組みを検討すべき。

※ 今後も諸外国における制度的な対応や国内外における技術の進展等に関する情報を収集・蓄積し、それを踏まえて、より適切な制度とな

るよう不断に見直しを実施していくことが重要。
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